
消防危第 93 号 

平成 4 年 11 月 12 日 

  各都道府県消防主管部長 殿 

消防庁危険物規制課長 

国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所に関する許可等に係る資料の送付について(通達) 

 国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準(以下「運用基準」という。)は、平成 4 年 6 月 18 日付け消防危第 53

号で通達したところであるが、入手した主要国の許可等に係る資料を送付するので、今後この資料を参考として危険物規制について遺

漏のないよう配慮願いたい。 

 なお、貴管下市町村に対しても、この旨示達され、よろしく御指導願いたい。 

記 

 

1 許可に関する事項 

 

 (1) 各国政府機関に代わる機関の許可書又はこれに類する書類の写しの例を別添 1 に示しておくので参考とされたい。 

   なお、米国の運輸省(DOT)規則での Im101 及び Im102 は、それぞれ IMO Typel 及び IMO Type2 と同等以上のものとして取り扱っ

てさしつかえない。 

 

 (2)各国の検査機関には、次のようなものがある。 

  ① アメリカ 

    American Bureau of Shipping(AB) 

  ② イギリス 

    LIoyd's Register Industrial Services 

  ③ ドイツ 

    Germanischer Lloyd 

  ④ フランス 

    Bureau Veritas 

  ⑤ 日本 

    日本舶用品検定協会(HK)、日本海事協会(NK)、日本海事検定協会(NKKK) 

 

 (3) 国際輸送用タンクコンテナに関する構造及び設備の国際基準としては、CSC 条約、ISO 規格(国際標準化機構規格)及び IMO 基

準がある。 

   CSC 条約及び ISO 規格は、コンテナの標準化、検査基準を主内容としたもので、CSC 条約の内容が ISO 規格に含まれているこ

とから、コンテナの設計は ISO 規格で行われるのが通常である。我が国では ISO 規格に準拠し、JIS が制定されており、次に掲げる

JIS を参考とされたい。 

  ① JISZ1613 国際大形コンテナの用語 

  ② JISZ1614 国際大形コンテナの外のり寸法及び最大総重量 

  ③ JISZ1615 国際大形コンテナのコード、識別及び表示方法 

  ④ JISZ1616 国際大形コンテナのすみ金具 

  ⑤ JISZ1617 国際大形コンテナ用上部つり上げ金具及び緊締金具 

  ⑥ JISZ1624 国際大形タンクコンテナ 

    IMO 基準は、タンクの構造、設備基準を主内容としたもので、タンクの設計は IMO 基準で行われるのが通常である。 

    IMO 基準の規約総則中、第 13 章が国際輸送用タンクコンテナに関する条項で、そのうち第一種ポータブルタンク及び第二種ポ

ータブルタンクに関する規定が運用基準のタンクに係る構造及び設備の基準にあたるものである。 

    別添 2 に IMO 基準の抜粋(仮訳)を示しておくので参考とされたい。 

 

2 検査に関する事項 

 

 (1) CSC 条約に基づく安全承認板の記載事項及び例示を別添 3 に示しておくので参考とされたい。 

 (2) IMO 基準に基づく表示銘板の記載事項及び例示を別添 4 に示しておくので参考とされたい。 



 



 



 



 



 
 

別添 2 

 

   IMO 基準規約総則(抄)   (仮訳) 

 

 13 ポ－タブルタンク及びタンク自動車 

 

 13.1 危険物(クラス 2 のものを除く。)用ポ－タブルタンク及びタンク自動車に関する一般要件 

 

 13.1.1 序 

 

 13.1.1.1 本節の規定は、危険物(クラス 2 のものを除く。)の海上運送に用いるポータブルタンク及びタンク自動車に適用する。これら

の要件に加えて、他に規定されている場合を除き安全なコンテナのための国際条約(CSC 条約)の「コンテナ」の定義に合致するすべて

のタンクは、同条約の要件にも適合しなければならない。 

 

 13.1.1.2 本規定には、これらのタンクを運送する船舶に必要とする付加的消火設備に関する要件は一切規定していないことに注意し

なければならない。 

 

 13.1.1.3 科学技術の進歩に対応するため、運送する物質の性状に適応する同等の安全性及び衝撃、荷重及び火炎に対して同等以

上の安全性を有する代替物の使用を考慮することができる。 

 

 13.1.1.4 本節の付録には、代表的な物質それぞれに対する一般要件に変更又は追加する要件を示した危険物の一覧表を含むもの

である。この付録は、新物質の追加及び技術の進歩に伴う改訂が必要である。 

 



 13.1.1.4.1 出荷国の主管庁は、国連番号が割り当てられているが本節付録の一覧表には掲げられていない物質の船積みを暫定的

に承認することができる。当該積荷には、この承認書を付するものとし、それには少なくとも一覧表に掲げられる程度の情報と、特定の

物質に対しては運送上の条件も明示しなければならない。また、当該主管庁がその物質を本 13.1 節の付録の表に加えるための措置

をとったことを注記しなければならない。 

 

 13.1.1.5 本規定は、鉄道用タンク車(クラス 7 用のものを除く。)、非金属製タンク、液体運送用の容量 450 以下のタンク又はクラス 2

の物質用のタンクには適用しない。 

 

 13.1.2 定義 

 

 13.1.2.1 この規定の適用上の定義は、次に掲げるところによる。 

 

 13.1.2.2 「ポータブルタンク」とは、50℃の温度で絶対圧 3bar 以下の蒸気圧を有する液状危険物の運送用の 450 を超える容量を有

し、運送のために必要な付属設備及び外部構造を備えるタンクをいう。タンクは、胴体に安全装置を備え、かつ、船舶に恒久的に取り

付けられるものではなく、船舶に積載したままの状態で内容物を注入又は排出することができず、かつ、外部構造物を取り外すことなく

船舶に積み卸しできるものである。 

  注：1 本節の要件に適合するポータブルタンクは、中型容器(IBCs)とは見なさない。 

    2 この総則の第 26 節の要件に適合する IBCs は、ポータブルタンクとは見なさない。 

 

 13.1.2.3 「胴体」とは、開口部及び閉鎖装置を含むタンク本体をいう。 

 

 13.1.2.4 「胴体の付属設備」とは、注入口、排出口、換気、加熱及び防熱の各装置並びに計測装置をいう。 

 

 13.1.2.5 「外部構造物」とは、胴体の補強、固縛、保護又は安定のための構造物をいう。 

 

 13.1.2.6 「最大許容使用圧力」とは、使用状態においてタンク頂部において測定した次の圧力のうち高い方の圧力以上の圧力をいう。 

  .1 注入又は排出の際に胴体に加えることが許容されている最大有効圧力 

  .2 液体用タンクコンテナとして設計された最大有効圧力(次に掲げる分圧の合計)から 1bar を差引いた圧力 

   .2.1 65℃における蒸気圧(bar) 

   .2.2 65℃(最高空隙温度)におけるタンク空隙部内の空気及びその他の気体により生ずる分圧(bar)並びに液体の平均温度の増加

tr-tf(tr=液体の充てん温度(通常 15℃とする)、tr=最高液体温度(50℃))に伴う液体膨張によって空隙部減少により増加した空気及びそ

の他の気体により生ずる分圧(bar) 

 

 13.1.2.7 「試験圧力」とは、水圧試験時のタンク頂部における最大ゲージ圧力をいう。 

 

 13.1.2.8 「設計圧力」とは、承認された圧力容器規格に従って、タンクの各構成要素の設計についての 13.1.3.11 項を適用する場合に

用いる圧力をいう。 

   設計圧力は、次に掲げる 3 つの圧力のうちの最も高い圧力以上でなければならない。 

  .1 13.1.2.6.1 項に規定する使用圧力 

  .2 13.1.2.6.2 項に規定する圧力と 13.1.4.1 項に規定する慣性による動的応力に基づいて決定される動的水頭圧力の和から 1bar を

差引いた圧力(この動的水頭圧力は 0.35bar 以上でなければならない。) 

  .3 適用される試験圧力を 1.5 で除した圧力 

 

 13.1.2.9 「放出圧力」とは、圧力により内容物を排出する場合に胴体に加わる最大圧力をいう。 

 

 13.1.2.10 「気密試験」とは、最大許容使用圧力と同じ有効内部圧力(0.2bar 以上)を胴体に加える試験をいう。 

 

 13.1.2.11 「総質量」とは、胴体、付属設備及び外部構造物の質量並びに運送許容質量の合計質量をいう。 

 

 13.1.2.12 「放出開始圧力」とは、圧力安全弁の放出口に水密封(シ－ル)を施し、空気による圧力試験を行う際、気泡の発生が見られ

る時点の圧力をいう。 

 

 13.1.2.13 「タイプ 1 ポータブルタンク」とは、圧力安全装置を備え、その最大許容使用圧力が、1.75bar 以上のポータブルタンクをいう。 

 

 13.1.2.14 「タイプ 2 ポータブルタンク」とは、圧力安全装置を備え、そのタンクの最大許容使用圧力が 1.0bar 以上 1.75bar 未満のもの

で危険性の低い液状物質の運送に供するポータブルタンクをいう。 

 

 13.1.2.15 「タイプ 4 タンク」の定義(略) 

 

 13.1.2.16 略 

 

 13.1.2.17 略 

 

 13.1.2.18 略 



 

 13.1.2.19 「底部無開口」とは、タンク内の液体表面位置以下でタンク本体部に貫通個所が無いものをいう。既存の開口部を塞いで底

部無開口にするには、適当な盲蓋をタンク本体の内外部より溶接する方法によってこれを行なわなければならない。 

 

 13.1.2.20 「タンク」とは、ポータブルタンク又はタンク自動車をいう。 

 

 13.1.3 タンクの設計、構造及び取扱いに関する一般要件 

 

 13.1.3.1 胴体は適切に成型できる金属材料で製造されなければならない。溶接胴体には、その溶接効果が明白である材質のみを使

用し、溶接は適格で、かつ、安全なものでなければならない。タンクの構成材料は、海洋環境に対し適切なものでなければならない。 

 

 13.1.3.2 タンク本体、付属物及び管装置の材質は、次に掲げるいずれかのものでなければならない。 

  .1 運送する物質により影響を受けないものであること。 

  .2 運送する物質による化学反応に対して中性のものであること。 

  .3 その他の耐腐しょく性の材質のものをタンク胴体に直接内張りするか又は同等の方法で取り付けたものであること。 

 

 13.1.3.3 ガスケットを用いる場合には、その材質は、タンクの内容物により侵されないものでなければならない。 

 

 13.1.3.4 内張りを施す場合は、タンク、タンクの付属物及び管装置の内張りは連続させ、フランジ面にも延長させなければならない。

タンク外部に付属物を溶接する場合には、内張りは付属物を通し、かつ、外部のフランジ面まで連続させなければならない。 

 

 13.1.3.5 内張りに用いる材質は、運送する物質に侵されないものであり、均一性を有し、浸透性がなく、かつ、タンク胴体及び管装置

の材質に適応する弾性特性及び温度膨張特性を有するものでなければならない。 

 

 13.1.3.6 異種金属の接触による電触作用に起因する損傷に留意しなければならない。 

 

 13.1.3.7 タンク(すべての装置、ガスケット及び付属品を含む。)の材質は、タンクの内容物に悪影響を及ぼさないものでなければなら

ない。 

 

 13.1.3.8 タンクは、運送中に固縛のための支持材並びに吊り上げ及び固縛装置を備えなければならない。タンク自動車は固縛装置

を備え、船上においてはサスペンションが自由に働かないようにして固縛されなければならない。 

 

 13.1.3.9 引火点が 61℃(密閉式)以下の引火性液体類を運送するタンクは、静電接地栓その他の適当な装置により接地しておかなけ

ればならない。 

 

 13.1.3.10 タンク、その付属部品、付属設備及び外部構造物は通常の取り扱い及び運送において、内容物を損失することなく内容物

による内圧並びに静的及び動的応力に耐えるよう設計しなければならない。 

 

 13.1.3.11 タンクは、13.1.2.8 項に規定する設計圧力を考慮し、公認圧力容器規格により設計し、製造し、かつ、試験されなければなら

ない。 

 

 13.1.3.12 タンクは、抵抗歪計その他の認可された方法により、数学的又は実験的に応力解析ができるよう設計されなければならな

い。 

 

 13.1.3.13 タンクは、最大許容使用圧力の 1.5 倍に相当する試験圧力に耐えるように設計し製造されなければならない。ただし、試験

圧力は、1.5bar 未満であってはならない。タンクにより運送することが認められている各物質に対する要件は、本節の付録に規定する。

13.1.5.1 項から 13.1.5.8 項までに規定されている最小胴体板厚に関する要件に留意しなければならない。 

 

 13.1.3.14 真空安全弁を有しないタンクは、内圧より 0.4bar 以上高い外圧に耐えるよう設計しなければならない。真空安全弁を有する

タンクは、外部超過圧力が 0.21bar 以上の圧力に耐えるよう設計し、真空安全弁は、設計圧力を超えないで(-)0.21bar より低い圧力で

設定されている場合を除いて、(-)0.21bar で作動するよう設定しなければならない。引火点が 61℃(密閉式)以下の液体を運送するタン

クに取付ける真空安全弁には、火災防止装置を備えなければならない。 

 

 13.1.3.15 ある種の危険物を収納するタンクは、当該物質の危険性に鑑み、胴体板厚の増加又はより高い試験圧力の追加要件に適

合しなければならない。各物質に対する要件は、本節の付録の一覧表に規定されている。 

 

 13.1.4 設計基準 

 

 13.1.4.1 タンク及びその固縛装置は、最大許容重量において、次に掲げる動荷重を吸収できるものでなければならない。 

  .1 進行方向：総質量の 2 倍 

  .2 進行方向に直角な水平方向：総質量(進行方向が不明な場合にあっては総質量の 2 倍) 

  .3 垂直上方向：総質量 

  .4 垂直下方向：総質量の 2 倍(全荷重には重力の影響を含むものとする。) 

 



 13.1.4.2 これらの荷重において、主要な合成応力に対する安全係数は、次に掲げるものでなければならない。 

  .1 降伏点が明確な金属については、降伏応力に対して 1.5 の安全係数 

  .2 降伏点が明確でない金属については、0.2％(オーステナイト鋼にあっては 1.0％)の試験応力を保証した応力に対して 1.5 の安全

係数 

  注：上記荷重は、気層部の圧力上昇を生じないものとする。 

 

 13.1.4.3 試験圧力において胴体の薄膜応力は、次に掲げる材料強度に適合したものでなければならない。 

 

  .1 降伏点が明確な金属及び合金又は保証降伏応力 Re(一般的に 0.2％の試験応力：オ－ステナイト鋼にあっては 1％の試験応力)

が特定されている金属及び合金に対する薄膜応力は 0.75Re 又は 0.5Rm のいずれか低い値以下であること。 

 

  .2 鋼の場合にあっては、破断時の伸び率(％)は、10,000/Rm 以上であること。 

   この場合において、Rm は N/mm2 とし、絶対最小値は、50mm の基準ゲージ長さにおける伸び率の 20％とする。アルミニウムの場

合にあっては、破断時の伸び率(％)は、10,000/6Rm 以上で、かつ、絶対最小値は 12％とする。 

 

 13.1.4.4 破断時の伸び率を求める試験片は、圧廷方向と直角に採るものとし、下記の条件を満足しなければならない。 

      L0=5d  又は   L0=5.65√A 

  この場合において、 

      L0=標点間距離 

      d=試験片の直径 

      A=試験片の断面積 

 

 13.1.5 最小板厚 

 

 13.1.5.1 本節の最小板厚は、認められた圧力規格による計算によって、それ以上の板厚が要求されない場合に限って適用される。 

 

 13.1.5.2 タンクの円筒部及び鏡板の厚さは、次式によって決めたもの未満であってはならない。 

 
 この場合において、 

      e=使用金属の要求厚さ(mm) 

      Rm=使用金属の保証最小引張り強さ(N/mm2) 

      A=使用金属の引張り破断時の保証最小伸び率(％) 

       (13.1.4.3 項参照)。 

      C=直径 1.80m 以下のタンクでは 107(軟鋼 5mm に対応)及び直径が 1.80m を超えるタンクでは 128(軟鋼 6mm に対応) 

 

 13.1.5.3 ある種の危険物に対しては、板厚の増厚が要求され、その厚さは付録の表の第 9 欄に軟鋼の厚さとして与えられている。こ

の場合、前項の式によって最少板厚を計算するにあたっては、定数 C は下表による。 

       第 9 欄による要求値     計算に用いる「C」 

            6mm          128 

            8mm          171 

           10mm          213 

           12mm          256 

 

 13.1.5.4 13.1.5.5 項に規定する場合を除き、すべてのタンクの円筒部及び鏡板の厚さは、製造材料の如何にかかわらず 3 ㎜未満で

あってはならない。タイプ 4 タンクに対しては、13.1.24.5 項の規定を適用する。 

 

 13.1.5.5 損傷防止のために保護材が取り付けられている場合には、主管庁は、2.65bar 未満の試験圧力のタンク(すなわちタイプ 2 ポ

ータブルタンク)について、保護材が取り付けられている部分の板厚を減少することができる。このように保護されたタンクの最小板厚は、

13.1.5.2 項により定めたもの未満であってはならない。ただし C は次による。 

     C=64 直径が 1.80m 以下のタンク(軟鋼 3mm に相当) 

     C=85 直径が 1.80m を超えるタンク(軟鋼 4mm に相当) 

 

 13.1.5.6 13.1.5.5 項の保護材は、胴体に固定された外部遮蔽板によるサンドウィッチ構造、二重外板構造又は長さ方向及び横方向の

部材による完全な枠に胴体を支持する構造のような外部全面を覆う防護構造とすることができる。 

 

 13.1.5.7 胴体の円筒部と鏡部との接合部において急激な板厚の差があってはならない。ナックル部の板厚が、規定された最小板厚

未満とならないようにしなければならない。 

 

 13.1.5.8 胴体のすべての部分の板厚は、本節に規定する最小板厚未満であってはならない。 

 

 13.1.6 付属設備 

 



 13.1.6.1 付属設備(弁類、付属品、安全装置、計測装置等)は、運送及び取り扱い中における脱落又は損傷を防止できるように配置し

なければならない。 

   枠と胴体の結合部が相互に作動するようになっている場合には、その装置は、作動部分の損傷のおそれがなく、その作動を妨げ

ないように締め付けなければならない。装置保護部は、胴体と同等の安全性を有するものでなければならない。 

 

 13.1.6.2 圧力安全装置用及び検査用の開口部を除くすべての胴体開口部は、できる限り胴体に近い場所に手動締切り弁を設けなけ

ればならない。 

 

 13.1.6.3 タンク又はその各区画室には、検査のために十分な大きさの開口部を設けなければならない。 

 

 13.1.6.4 外部付属品は、できる限り 1 ヶ所に集めなければならない。 

 

 13.1.6.5 すべてのタンクの結合部は、用途を明瞭に表示しなければならない。 

 

 13.1.6.6 ネジスピンドル付きの締切り弁は、時計廻りの作動で閉鎖されるものでなければならない。各種弁類は、それぞれ予想され

る温度におけるタンクの最大許容使用圧力以上の定格圧力で設計及び製作しなければならない。 

 

 13.1.6.7 すべての管装置は適切な材料のものであり、できるかぎり管の結合は溶接によらなければならない。銅管を使用する場合の

継手は、ろう付又は同等の強度を有する金属結合管によらなければならない。ろう付材の溶融点は、525℃以上でなければならない。

この種の継手は、常にねじ切り等によって管の強度を低下させないものでなければならない。弁類又は付属部品には、可鍛性金属を

用いなければならない。すべての管装置及び付属品の破壊強度は、タンクの最大許容使用圧力の 4 倍以上であり、かつ、ポンプその

他の装置(安全弁を除く。)の作動により管内部にかかることのあるタンクの最大許容使用圧力以上の圧力の 4 倍以上でなければなら

ない。熱膨張及び熱収縮並びに衝撃及び振動による配管の損傷を防ぐ適切な処置を施さなければならない。 

 

 13.1.7 底部開口部 

 

 13.1.7.1 本節の付録一覧表に掲げるある種の物質は、底部開口部を有するタンク(底部排出型タンク)により運送してはならない。た

だし、タイプ 4 タンクにおける既存の開口部及び検査孔は、内容物に応じたガスケットを用い、内外両面よりフランジをボルト締めして閉

鎖することができる。その方法は、主管庁の許可したものでなければならない。 

 

 13.1.7.2 ある種の結晶性、高度の粘性又は高度の危険性を有する物質を運送する場合を除いて、底部排出型タンクは、2 個の連続

して取り付けられ、かつ、相互に独立した次に掲げる閉鎖装置を設けなければならない。 

 

  .1 内部締切り弁：この弁は、タンク内部又は溶接フランジ若しくはその相フランジの内部、又は次に掲げるタンクの一部を構成する

継手内にある締切り弁である。 

   .1.1 制御装置は、衝撃又は不注意により開かないように設計される。 

   .1.2 弁は、タンクの上部又は下部から操作できること。 

   .1.3 弁の開閉状態ができる限り地上から確認できるものであること。 

 

  .2 各排出管の端部には、次のいずれかを設けること。 

   .2.1 スルース弁 

   .2.2 ボルト締め盲フランジ 

   .2.3 適当なネジ付キャップ又はその他の液密閉鎖具 

 

 13.1.7.3 本節付録一覧表の欄 8 において、"B"とされている物質については、底部排出型タンクは、3 個の連続して取り付けられ、か

つ、相互に独立した次に掲げる閉鎖装置を設けなければならない。 

 

  .1 13.1.7.2 項に規定する内部締切り弁(弁から離れた場所であってタンクに近づき易い場所から当該弁を閉鎖できるものである場

合を除く。) 

  .2 外部締切り弁 

  .3 排出管の端部には、次のいずれかを設けること。 

   .3.1 ボルト締め盲フランジ 

   .3.2 適当なネジ付キャップ又はその他の液密閉鎖具 

 

 13.1.7.4 内部閉鎖装置は、外部の制御装置が損傷した場合にあっても有効なものでなければならない。 

 

 13.1.7.5 外部の排出用付属品(パイプソケット、側面閉鎖装置等)が損傷を受けた場合にも内容物の漏出を防止するために、内部締

切弁及びその台座部は、外力による脱落を防護するか又はそれらに耐えるものでなければならない。充てん及び排出装置(フランジ又

はネジ栓及び保護キャップを含む。)は、偶発的に開かないように固定しなければならない。 

 

 13.1.8 安全装置 

 

 13.1.8.1 すべてのタンクは、閉鎖し、圧力安全装置を備えなければならない。すべての圧力安全装置は、主管庁の認可したものでな

ければならない。 



 

 13.1.9 圧力安全装置 

 

 13.1.9.1 容積が 1,900 以上のすべてのタンク又は独立したタンクの区画室には、本節付録一覧表の欄 7 において"NF"とされている

場合を除き、1 個以上のバネ式の圧力安全弁を備えなければならず、バネ式弁と並列に破裂板又は可溶栓を設けることができる。 

 

 13.1.9.2 圧力安全装置は、異物の混入、液体の漏出及び危険性を伴う圧力の増大がないように設計しなければならない。 

 

 13.1.9.3 本節付録一覧表の欄 7 において"NF"とされている物質を運送するタンクは、主管庁の認可した圧力安全装置を設けなけれ

ばならない。専用タンクに同等の密封性を有する認可された安全装置が取り付けられている場合を除いて、圧力安全装置は、バネ式

弁の前に破裂板を設けなければならない。破裂板と弁との間には、圧力計又は適当な表示器を取り付けなければならない。この装置

により、破裂板の破裂、ピンホール又はバネ式弁の不良による漏れを発見できる。このため破裂板は、弁の放出開始圧力より 10％高

い圧力で破裂するものでなければならない。 

 

 13.1.9.4 容積が 1,900 未満のすべてのタンクには、圧力安全装置(破裂板とすることができる。)を備えなければならない。バネ式圧

力安全弁を用いない場合は、破裂板は、試験圧力に等しい公称圧力で破裂するように設計しなければならない。 

 

 13.1.9.5 空気又は不活性ガスの圧力による排出装置を有するタンクにあっては、吸口管部にタンクの最大許容使用圧力以下の圧力

で作動するように設定された適当な圧力安全装置を備えなければならない。締切り弁をタンクの入口に設けなければならない。 

 

 13.1.10 圧力安全装置の設定 

 

 13.1.10.1 タンクは運送中の取り扱いによる圧力の異常な変動を起こすことはないので、圧力安全装置は、定められた温度以上に温

度が上昇することによってのみ作動するものであることに留意しなければならない。 

 

 13.1.10.2 指定された圧力安全弁は、4.5bar 未満の試験圧力を有するタンクにあっては試験圧力の 5/6 の公称圧力により、4.5bar 以

上の試験圧力を有するタンクにあっては試験圧力の 2/3 の 1.1 倍の公称圧力により作動を開始するように設定しなければならない。圧

力を放出した後の弁は放出開始圧力より 10％以内の低い圧力で閉鎖し、それ以下の圧力においては閉鎖されていなければならない。

この要件は、真空安全弁又は真空安全弁と圧力安全弁との組合せの使用を妨げるものではない。 

 
｜次ページ(その 2)へ｜ 

http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0411/041112ki93-s2.pdf

